
５．人権分野での取り組み Ｐ.１１

●我が国及びＥＵは，毎年，国連人権理事会及び国連総会に北朝鮮人権状況決議を提出。

①人権理事会（２００８年以降）：北朝鮮人権状況報告者のマンデートを延長するもの。２０１３年には，北朝鮮にお

ける人権に関する国連調査委員会（COI）を設置することを含む決議が採択された。COIが２０１４年２月に公表した報告

書は，拉致問題を含む北朝鮮における深刻な人権侵害を「人道に対する罪」とし，北朝鮮に具体的な取組を勧告するとと

もに，国際社会や国連にもさらなる行動を求める内容。

②国連総会（２００５年以降）：COI報告書を受け，２０１４年以降は，北朝鮮における人権侵害の態様を詳述するとと

もに，「人道に対する罪」に言及し，安保理に対し，北朝鮮の人権状況の国際刑事裁判所（ICC）への付託の検討を含む適

切な行動をとることを促している。

●国連で人権を扱う場である国連人権理事会や、国連第３委員会において、毎年数多くの決議を採択。

●これらの決議は、法的拘束力はないものの、世界の人権問題に対する国際社会の意思形成、相互監視、

規範構築の手段として、人権の保護・促進において重要な役割。

人権フォーラムにおける決議の採択

（例）北朝鮮人権状況決議（日本・ＥＵ共同提出）

(参考)概念図

２０１４年及び１５年には安保理で北朝鮮の人権状況を討論。



（参考）人権諸条約 Ｐ.１２
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